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◎開会・会議宣言                          開会時間午前９時５６分 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

○議 長 

 

 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

 

 

 

○議 長 

 

○議 長 

 

 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

 おはようございます。ただいまより、令和３年第２回中空知広域水道企業団議

会定例会を開会いたします。 

 

 ただいまの出席議員数は１３名であります。 

 よって、定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 

 発言は質問席で行い、討論は演壇で行うことといたします。 

 

日程第１ 「議長報告」を行います。 

砂川市議会選出の小黒議員、中道議員、佐々木議員の辞職に伴い、砂川市議会

へ企業団議会議員の選出を依頼したところ、令和３年３月1７日付けで砂川市議

会より、増井浩一議員、沢田広志議員、飯澤明彦議員が企業団議会議員として選

出された旨の通知を受けましたので報告いたします。 

これをもちまして「議長報告」を終わります。 

 

暫時休憩いたします。 

 

（砂川市議会選出の新任議員を紹介） 

（参与の紹介） 

（人事異動に伴う企業団職員の紹介） 

 

休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 

 日程第２ 「議席の変更」を議題といたします。 

先ほどご紹介させていただきました砂川市議会選出の３名の議員の新任に伴

い、会議規則第３条第２項の規定により、議席の一部を変更したいとするもので

す。 

増井議員の議席番号を７番、沢田議員の議席番号を８番、飯澤議員の議席番号

を９番としたいと思います。 

 

お諮りいたします。 

議席の変更について異議ございませんでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

異議なしと認めます。 

増井議員の議席を７番、沢田議員の議席を８番、飯澤議員の議席を９番に決定

いたします。 

なお、会議規則第３条第３項の規定により増井議員、沢田議員、飯澤議員は議

席番号を立ててください。 

 

 日程第３ 「会議録署名議員指名」を行います。 

 会議録署名議員は、議長において１番堀議員、１３番大矢議員を指名いたしま

す。 
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○議 長 

 

 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 

 

○議 長 

 

○企 業 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 日程第４ 「会期の決定」を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今定例会の会期は、本日の１日間といたしたいと思います。 

 これにご異議ございませんでしょうか。 

 

 （異議なしの声あり） 

 

 異議なしと認めます。 

 よって、会期は１日間と決定いたしました。 

 

 日程第５ 「行政報告」を行います。 

 行政報告を求めます。 

 

 （企業長挙手） 

 

 企業長。 

 

 本日、令和３年第２回中空知広域水道企業団議会定例会を招集させていただき

ました。議員の皆様におかれましては、ご出席をいただきましたことに厚くお礼

申し上げます。 

 行政報告でございますが、詳細につきましては、お手元に資料として配布いた

しております印刷物をお目通しいただきたいと思いますが、２点につきまして口

頭でご報告させていただきます。 

 初めに、水道水の供給状況でございます。 

 令和３年２月分から１０月分までの有収水量につきましては、４４４万４，６

８１立方メートルとなり、令和２年における同期間の有収水量と比較いたします

と９９．５５パーセントとなっております。 

 ２点目は、水道水へのカビ臭防止対応についてでございます。 

 ８月１１日以降、滝里ダムからの水道原水である空知川河川水に強いカビ臭が 

発生したことに伴い、水道水への影響を食い止めるため、緊急に活性炭注入量を 

増量するなどカビ臭除去に努めたところであります。 

 口頭での報告につきましては以上でございますが、本議会における報告等につ

きまして、後ほどご説明申し上げますので、ご審議のほどよろしくお願い申し上

げ口頭報告といたします。 

 

 これより質疑に入ります。質疑ございますでしょうか。 

 

 （なしの声あり） 

 

 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 

 これをもちまして、行政報告を終わります。 
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○議 長 

 

 

 

 

 

○議 長 

 

○阪本企業局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

 

 

○議 長 

 

○沢 田 議 員 

 日程第６ 報告第１号 ｢専決処分について（補正予算（第１号））」を議題と

いたします。 

 説明を求めます。 

 

 （阪本企業局長挙手） 

 

 局長。 

 

ただいま上程されました、報告第１号「専決処分」についてご説明申し上げま

す。 

８月１１日以降、水道原水である空知川河川水に強いカビ臭が発生したことに

より、水道水への影響を早急に食止めるため、緊急に活性炭の注入量を増やすな

ど、カビ臭除去に努めたところでございます。 

このカビ臭除去に必要な活性炭の購入に急を要する事態となりましたが、議会

開催の時間的暇がなかったことから、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づ

き専決処分を行い、同条第３項の規定に基づき本議会で報告し、承認を求めるも

のでございます。 

１ 専決事項につきましては、令和３年度中空知広域水道企業団水道事業会計

補正予算第１号でございます。 

内容につきましては、後ほど次ページ以降でご説明申し上げます。 

２ 専決処分年月日は、令和３年８月１８日でございます。 

それでは内容についてご説明申し上げますので、３ページをお開き願います。 

 今回の補正予算につきましては、空知川の河川水に強いカビ臭が発生したこと

に伴う水道水へのカビ臭除去のための活性炭の購入費用でございます。 

第１条は総則でございます。 

第２条は収益的支出の補正ですが、第１款水道事業費用、第１項営業費用３，

１１９万９，０００円を増額補正したところでございます。 

続きまして、４ページから７ページにつきましては、所定の書式に基づき記載

しておりますのでお目通し願います。 

８ページをお開き願います。補正予算明細書ですが、先ほどもご説明申し上げ

たとおり、水道水カビ臭除去のための活性炭注入量の増によるものでございま

す。 

収益的支出の１款水道事業費用、１項営業費用、２目原水及び浄水費３，１１

９万９，０００円を増額補正したところでございます。 

以上、報告第１号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い

いたします。 

 

 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますでしょうか。 

 

 （沢田議員挙手） 

 

 沢田議員。 

 

 ただいま提案されました専決処分の関係で、補正予算第１号について確認をし



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

○吉尾工務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ながらお聞きしたいと思います。 

 基本的には行政報告の中にもありましたように、空知川の原水の関係で８月１

１日からということについては理解させていただきました。 

 私も毎日、水道水を飲んでいるということで、「この時期にちょっと水がおか

しいな。いつもよりおいしくないな」というのを感じました。以前、４・５年ぐ

らい前になるかと思うのですが、その時にも「水の味がちょっとおかしいな」と

いうことで砂川市を通して企業団の方に問合せをさせていただいた経緯がござ

いまして、その時も「空知川の夏場の渇水期による影響で、カビ臭を除去すると

いうことも含めて影響があった」とお聞きしていたものですから、そういう点で

おそらく今回もそういう状況なのかなということで、今回は問合せをさせていた

だきませんでしたけれども、専決処分ということで報告があったものですから、

状況について聞かせていただきたいと思います。 

年度当初から活性炭を確保していた中で、予想以上のカビ臭を除去するといっ

たことから、それが不足して今回の専決処分に至ったのかなと思っていますが、

当初予算で考えられていた活性炭の量と今回の補正予算での量は、当初予算での

量と近いぐらいの量の活性炭をこの金額を使って購入したことになるのかどう

か聞かせていただきたいのと、もう１点は、企業団は構成市町にそれぞれ窓口が

ございますから、今回、「水がおかしいな。おいしくないな」と感じた住民の皆

さんがいらっしゃると思いますが、これについて企業団だとか構成市町の方に問

合せなどがあったのかどうか、あったのであればどのような対処をされたのかこ

れを聞かせていただきたいと思います。 

 

 答弁を求めます。 

 

（吉尾工務課長挙手） 

 

 工務課長。 

 

 工務課長の吉尾です。よろしくお願いします。沢田議員のご質問にご答弁申し

上げます。 

 １点目の当初の量と今回の量はどれぐらいかというお話だと思いますが、毎

年、活性炭については定期の購入で７，０００キログラム購入しております。 

今回、急に８月１１日以降増えたということで活性炭を購入していますが、活

性炭の種類はドライとウェットの２種類がありまして、ドライ換算で先ほど申し

上げました７，０００キログラムの定期購入に対しまして、今回は３８，０００

キログラム弱を買い求めまして、今回５倍ぐらい補正予算で購入させていただい

たという経緯になります。 

 ２点目につきましては、住民からの問合せについてですが、当企業団の方に問

合せがあったのは、８月１２日から８月１９日の間では全体で８件企業団に問合

せいただいております。これにつきましては、「水道水にカビ臭がするけれど、

問題はないのか」ということの問合せでしたが、いずれも状況説明をさせていた

だき、「問題なく使用できます」という旨の回答を行い、理解していただいてい

るところでございます。以上です。 

 

 （沢田議員挙手） 
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○議 長 

 

○沢 田 議 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議 長 

 

○吉尾工務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議 長 

 

○沢 田 議 員 

 

 

 

 

 

 

 沢田議員 

 

 ありがとうございます。中身的にはわかりました。問い合わせも８件あったと

いうことでありますけれども、おそらくどこに問合せをして良いのかどうかとい

うこともあったのかなと思いますが、これに関しては、例えば「こういう状況で

ありますよ」といったことの住民への周知、もちろん水道企業団本体も含めて、

構成市町を通しながら、やはり「こういった状況である」ということもやはり周

知していくべきことなのかなと私は思っていますけれども、これについてどのよ

うな形で周知をされているのか、それとやはり「安心安全な水を供給する」とい

うのが一つの大きな命題でもございますので、こういった状況は自然との闘いの

中での起きる状況かと私も把握をさせていますけれども、やはりこういった状況

が起きて「本当に安心安全な水だったのかどうか」と不安に思う方もいると思う

のですが、そういったことへの対処も含めてどういった形でやられたのかどう

か、このことについても聞かせていただきたいと思います。 

 

（吉尾工務課長挙手） 

 

 工務課長 

 

 答弁させていただきます。８月１１日以降、急激に原水の方は上昇しています

が、水質基準のカビ臭に関する基準値というのがありまして、それよりも当然下

回っているものですから、特段、構成市町に対しては今回の件について周知はし

ておりません。やはり、今回の補正予算を承認いただく中で、実際に住民からも

問合せが８件ありましたので、そういうようなことが今後も起こりうる可能性が

ありますので、その時には私どもの企業団の方に問合せをしていただくようにと

いうことでお願いした経緯はございます。 

 もう一つの、水は安心して大丈夫なのかという基準なのですが、８月１７日に

浄水の水質基準でカビ臭の数値が一番高い数値が出たのですけれども、これにつ

きましても、水道法で定めている水質基準を下回っている数値でございますの

で、住民の皆様に安心して使っていただける水ということで変わりはないです

が、臭いを感じる感じないというのは人によっても違いがありますので、それに

つきましてはお問合せをいただいた方には丁寧にご説明させていただいたとこ

ろでございます。以上です。 

 

 （沢田議員挙手） 

 

 沢田議員 

 

 最後ですけれども、私たちの企業団の水というのは空知川の水ですから、基本

的には滝里ダムということで、これは河川事務所が管理している関係もあります

し、河川事務所と企業団の連携ということも必要な部分であるのかなと思います

が、今回のカビ臭の関係を含めて河川事務所との連携をどういった形でされたの

かどうかを最後にお聞きかせいただいて私の質問は終わりたいと思います。 
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○議 長 

 

○吉尾工務課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

 

 

 

 

○議 長 

 

○阪本企業局長 

（吉尾工務課長挙手） 

 

 工務課長 

 

 河川管理者の開発局の方とは、こういうような状況が起きて、ダムの放流の関

係もありますので、その辺は今回も密な連携を取らせていただいて、お互い協力

の下で行ってきた経緯があります。カビ臭が一段落して落ち着いて終わった後

に、先般、開発局の方に出向きまして、こういうことがあったが、これからはま

ず情報を共有し、やはり今回は数値が急激に上昇したこともあり、企業団として

も予兆を少しでも早くつかんで対処したいので、情報の連絡体制をしっかりお願

いしたいということと、河川水の水質改善で、夏場はどうしてもこのような状況

が起こり得ますので、水質改善の方も併せて開発局の方にお願いしたところでご

ざいます。以上です。 

 

 ほかに質疑ございますでしょうか。 

 

 （なしの声あり） 

 

 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 

これより討論に入ります。討論ございますでしょうか。 

 

 （なしの声あり） 

 

 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 

お諮りいたします。 

本件は、承認することにご異議ございませんでしょうか。 

 

（なしの声あり） 

 

異議なしと認めます。 

よって、報告第１号は承認することに決しました。 

 

 日程第７ 報告第２号 ｢令和２年度決算に係る資金不足比率について｣を議

題といたします。 

 説明を求めます。 

 

 （阪本企業局長挙手） 

 

 局長。 

 

 ただいま上程されました、報告第２号「令和２年度決算に係る資金不足比率」
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○議 長 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

○議 長 

 

 

 

 

○議 長 

 

○宮崎監査委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

 

についてご説明申し上げます。 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第２項の規定に基づき算

出した資金不足比率について、同条第１項の規定により別紙の監査委員の審査意

見を付して報告するものでございます。 

 令和２年度決算における資金不足比率はマイナス１０２パーセントであり、資

金不足の発生はなく本比率は該当いたしません。 

 以上、報告第２号の説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願い

申し上げます。 

 

 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますでしょうか。 

 

 （なしの声あり） 

 

 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 

 報告第２号は、報告済みといたします。 

 

 日程第８ 報告第３号 ｢定期監査報告について」を議題といたします。 

 説明を求めます。 

 

 （宮崎監査委員挙手） 

 

 宮崎監査委員。 

 

 報告第３号「定期監査報告」についてご説明いたします。 

 地方自治法第１９９条第４項の規定による中空知広域水道企業団の定期監査

を中空知広域水道企業団監査基準に準拠して行いましたので、同条第９項の規定

によりその結果を報告いたします。 

 監査の対象は令和２年度の執行事務であり、監査の実施期間、監査の着眼点及

び監査の実施内容につきましては、記載のとおりでありますのでお目通し願いま

す。 

 監査の結果につきましては指摘事項は特になく、監査した限りにおいておおむ

ね適正に執行又は管理されていると認められますが、注意が必要と思われる事項

といたしまして、外勤簿及び復命簿並びに運転日誌につきまして、課長決裁及び

命令印の押印もれ、行先及び使用目的の記入もれが多数散見されました。 

これらにつきましては、関係規程等に基づき適正な事務処理をされるよう、講

評において指導いたしました。 

以上で、報告第３号「定期監査報告」を終わります。 

 

 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますでしょうか。 

 

 （なしの声あり） 
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○議 長 

 

 

○議 長 

 

○議 長 

 

 

 

 

○議 長 

 

 

 

○議 長 

 

 

○議 長 

 

○議 長 

 

 

 

 

 

○議 長 

 

○企 業 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 

 報告第３号は、報告済みといたします。 

 

 日程第９ 報告第４号 ｢例月現金出納検査報告について｣を議題といたしま

す。 

 「例月現金出納検査報告について」は、監査委員より別途配布の報告書のほか、

特に説明がない旨の申出がありました。 

 

 これより質疑に入ります。質疑ございますでしょうか。 

 

 （なしの声あり） 

 

 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 

 報告第４号は、報告済みといたします。 

 

日程第１０ 認定第１号 「令和２年度中空知広域水道企業団水道事業会計決

算」を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 

 （企業長挙手） 

 

 企業長。 

 

 令和２年度中空知広域水道企業団水道事業の決算をご認定いただくにあたり、

決算書及び審査意見書を提出いたしましたが、審査に先立ちまして本事業決算の

大綱をご説明申し上げます。 

 令和２年度は、当企業団の水道事業経営の基本である「水道事業ビジョン」及

び「水道事業経営戦略」に沿い、配水管布設替工事及び中央監視装置等更新工事

を中心に事業を遂行するとともに、中空知広域水道企業団水道料金審議会の答申

及び住民の皆様のご意見を基として令和元年１２月３日に議決されました、中空

知広域水道企業団水道事業給水条例の改正により、令和２年４月１日に水道料金

を平均改定率６パーセントの引上げを行ったところであります。この水道料金の

改定の影響により、本年度の給水収益は前年度に比べ約８，６００万円の増加、

また、経費の節減等に努めた結果、平成１８年度の水道事業開始以来、過去最高

の純利益を計上することができたところであります。 

 今後も給水人口の減少などによる水需要の減少が予想される状況の中、各種計

画に基づき、経年化・老朽化が進む施設整備や管路の計画的な更新を行い、より

一層の安心で安全な水道の構築・耐震化を前提とした施設の改修など、５０年後、

１００年後の水道事業を見据えながら、更なる安定的な水道水の供給に向けた事

業運営を行ってまいります。 



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○議 長 

 

○阪本企業局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それでは、はじめに、令和２年度における配水量についてですが、年間総配水

量は７１８万９，０７３立方メートル、１日平均配水量は１万９，６９６立方メ

ートルとなりました。また、有収水量につきましては、年間総有収水量は５８７

万５，２８２立方メートル、前年に比べ４，９２２立方メートルの減少となり、

有収率は８１．７パーセントとなったところであります。 

 次に、経理状況について申し上げますと、収益的収支では、収入１６億５６７

万円、支出１３億５，９８４万円で、収支差引では２億４，５８３万円の純利益

が生じ、前年度繰越利益剰余金９億２，９６７万円と合わせた当年度未処分利益

剰余金は１１億７，５５０万円となったところです。 

 なお、給水収益の現年度分収納率については、前年度の９４．７パーセントを

２．９ポイント上回る９７．６パーセント、５月末現在での実質的な収納率で申

しますと、前年度の９９．３パーセントを０．２ポイント上回る９９．５パーセ

ントとなったところであります。 

 資本的収支では、収入４億６，１３６万円、支出１０億７，１４１万円で、収

支差引では６億１，００５万円の不足となり、過年度分損益勘定留保資金などで

補填いたしました。 

 以上、令和２年度水道事業の決算大綱を申し上げましたが、今後におきまして

も経営の健全化に努め、水道事業の使命達成に努める所存であります。 

 なお、決算の詳細につきましては担当より説明申し上げますので、慎重なご審

議をいただき、ご認定いただきますようお願い申し上げます。 

 

 （阪本企業局長挙手） 

 

 局長。 

 

 令和２年度中空知広域水道企業団水道事業会計の決算についてご説明申し上

げます。 

 決算書の２ページ、３ページをお開き願います。 

決算報告書でございます。消費税及び地方消費税込みで記載しております。 

 収益的収入及び支出の「収入」でございます。 

１款水道事業収益 決算額１７億４，６４１万７，２２８円、執行率９９．６

パーセント、１項営業収益 執行率９９．５パーセント、２項営業外収益 執行

率９９パーセント、３項特別利益 執行率２３万８，１６８パーセントでござい

ます。 

次に「支出」でございます。 

１款水道事業費用 決算額１４億２，７００万９，８２８円、執行率９３パー

セント、１項営業費用 執行率９３．１パーセント、２項営業外費用 執行率９

２．９パーセント、３項特別損失 執行率１００パーセント、４項予備費につい

ては、水質検査手数料の消費税及び地方消費税の課税区分について、国税局の指

導の誤りに伴う修正申告分２７万５，６００円、水道料金の過年度の減額更生分

として３７万５，３７３円を３項の特別損失に充用してございます。 

４ページ、５ページをお開き願います。 

資本的収入及び支出の「収入」でございます。 

１款資本的収入 決算額４億６，１３６万４７３円、執行率８７．７パーセン

ト、１項企業債 執行率８７．４パーセント、２項出資金 執行率１００パーセ
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ント、３項補償金 執行率８９．９パーセント、４項分担金の収入はございませ

ん。 

続きまして「支出」でございます。 

１款資本的支出 決算額１０億７，１４０万６，０７５円、執行率９４．３パ

ーセント、１項建設改良費 執行率９３．１パーセント、２項企業債償還金 執

行率１００パーセント、３項予備費の支出はございません。 

 資本的収入額が資本的支出額に不足する額６億１，００４万５，６０２円につ

いては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額などで補填しておりま

す。 

 ７ページをお開き願います。財務諸表の損益計算書でございます。 

１の営業収益ですが、（１）給水収益から（３）その他の営業収益までを合計

いたしまして１４億７，７０４万２２５円、２の営業費用では、（１）議会及び

監査費から（８）資産減耗費までを合計いたしまして１３億９６１万１，６２８

円、営業利益は１億６，７４２万８，５９７円となりました。 

３の営業外収益では、（１）受取利息から（４）雑収益までを合計いたしまし

て１億２，６２４万９，０４５円、４の営業外費用では、（１）支払利息及び企

業債取扱諸費及び（２）雑支出を合計いたしまして４，９６０万７，０４８円と

なり、経常利益については２億４，４０７万５９４円となりました。 

５の特別利益については、過年度損益修正益が２３８万１，６９５円、６の特

別損失については過年度損益修正損が６１万９，２２７円で、合わせて当年度純

利益は２億４，５８３万３，０６２円となり、当年度未処分利益剰余金は１１億

７，５５０万７，４０７円となりました。 

次に８ページ、９ページの剰余金計算書については、所定の書式に基づき記載

してございますのでお目通し願います。 

 次に１０ページ、１１ページをお開き願います。 

貸借対照表でございます。まずは資産の部です。１の固定資産は合計で１８１

億５，５６６万８，００６円、２の流動資産は現金預金が１９億８，５４３万８，

０９５円で合計が２０億６，７１２万７，４６６円となり、資産合計では２０２

億２，２７９万５，４７２円となりました。 

 続きまして負債の部です。３の固定負債は合計で３８億１，９８２万４，７７

６円、４の流動負債は合計で５億６，５３７万８，８０９円、５の繰延収益の合

計は２３億２，１７６万４，８９９円となり、負債合計で６７億６９６万８，４

８４円となりました。 

続きまして資本の部です。６の資本金は７１億７，１２３万９，８５３円、７

の剰余金は資本剰余金が４６億６，３６２万３，２１３円で利益剰余金が１６億

８，０９６万３，９２２円で合計が６３億４，４５８万７，１３５円となり、資

本合計は１３５億１，５８２万６，９８８円となりました。負債資本の合計では

２０２億２，２７９万５，４７２円となったところです。 

 １３ページをお開き願います。 

キャッシュ・フロー計算書でございます。こちらも所定の書式に基づき記載し

ておりますのでお目通し願います。 

 １４ページをお開き願います。 

 収益的収入及び支出明細については、消費税及び地方消費税抜きで主なものを

ご説明いたします。 

最初に「収入」でございます。 
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１款水道事業収益、１項営業収益、１目給水収益１４億６７万１，９８６円に

ついては、収納率は３月末で９７．６３パーセント、５月末で９９．３４パーセ

ントとなり、５月末では末端給水が開始されてから最高の収納率となったところ

であります。 

２目受託工事収益、３目その他の営業収益については、特段申し上げることは

ございません。 

 ２項営業外収益についても、特段申し上げることはございません。 

３項特別利益、１目過年度損益修正益２３８万１，６９５円については、水質

検査手数料などの消費税及び地方消費税の課税区分について、国税局の指導の誤

りに伴い委託先からの返還分などでございます。 

１５ページに入りまして、「支出」でございます。 

１款水道事業費用、１項営業費用、１目議会及び監査費については、特段申し

上げることはございません。 

 ２目原水及び浄水費２億７，５１２万１，３８１円は浄水場の運転管理委託料

及び維持管理費などでございます。 

続きまして１６ページにわたりますが、３目配水及び給水費９，７２８万４，

９６０円は、配水・給水管の修繕費及び各ポンプ場の維持管理費などでございま

す。 

４目受託工事費４４６万７，８９７円は、受託工事担当職員の人件費及び工事

請負費などでございます。 

続きまして１７ページにわたりますが、５目業務費１億２，９９６万８，９８

２円は、水道料金の賦課徴収に係る人件費及びメーター検針委託料などでござい

ます。 

６目総係費６，０８４万８，０３１円は、総務担当職員の人件費及び各営業所

の使用に係る負担金などでございます。 

１８ページをお開き願います。 

 ７目減価償却費、８目資産減耗費については、特段申し上げることはございま

せん。 

２項営業外費用、３項特別損失についても特段申し上げることはございませ

ん。 

１９ページに入りまして、資本的収入及び支出明細でございます。 

１款資本的収入については、特段申し上げることはございません。 

続きまして２０ページをお開き願います。「支出」でございます。 

１款資本的支出、１項建設改良費、１目施設整備費６億７，３３５万３，４８

３円は、浄水場施設の改修及び配水管の布設替などの工事費でございます。なお

工事の内訳については３３ページから３５ページに記載しております。 

２目量水器費、３目固定資産取得費については、特段申し上げることはござい

ません。  

 ２１ページに入りまして、２項１目企業債償還金についても特段申し上げるこ

とはございません。  

以下、２３ページ以降については、明細書及び事業報告などを記載いたしてお

りますので、いずれもお目通し願います。 

 以上、令和２年度決算の説明とさせて頂きます。ご審議のほどよろしくお願い

申し上げます。 
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○議 長 

 

○宮崎監査委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次に監査委員から決算審査意見書の説明を求めます。 

 

 （宮崎監査委員挙手） 

 

 宮崎監査委員。 

 

 地方公営企業法第３０条第２項の規定により審査に付されました、令和２年度

の中空知広域水道企業団の水道事業会計の決算につきまして、中空知広域水道企

業団監査基準に準拠して審査を行いましたので、お手元の決算審査意見書により

ご報告申し上げます。 

審査の対象は、令和２年度水道事業会計の決算及び決算関係書類についてであ

ります。 

審査の期間、審査の着眼点及び実施内容は、記載のとおりでありますのでお目

通し願います。 

審査の結果につきましては、決算報告書及び財務諸表並びに附属書類の計数は

正確であり、関係諸帳簿と照合の結果は符合しており、かつ、予算は適正に執行

され、いずれも関係法令に準拠して作成されていると認められました。 

審査意見でございますが、決算をみますと、損益計算書において収益合計額が

前年度と比べ４，２００万６，０００円、２．７パーセント増の１６億５６７万

１，０００円、費用合計額が前年度と比べ６，４７５万円、４．５パーセント減

の１３億５，９８３万８，０００円で、収支は前年度と比べ１億６７５万６，０

００円、７６．８パーセント増の２億４，５８３万３，０００円の純利益となっ

たところであり、昨年度を上回る利益額を計上しております。 

資金の状況につきましては、業務活動で１１億１，６５８万８，０００円の資

金が生じ、設備投資や企業債を償還したのち、前年度と比べ資金が５億７，４９

８万５，０００円増加し、期末残高は１９億８，５４３万８，０００円となって

おり、短期債務に対する支払能力を表す流動比率が３６５．６パーセントと、１

００パーセントを上回っている状態が続いていることから、資金が減少すること

のないよう、引き続き安定的な資金運営に努めていただきたい。 

収入の根幹をなす給水収益をみますと、人口減少による給水戸数の減少が続く

中、前年度と比べ６，２１８万６，０００円増の１４億６７万２，０００円とな

っています。 

また、営業費用が営業収益によってどの程度賄われているかを示す営業収支比

率につきましては、前年度に引き続き１００パーセントを上回り、当年度では１

１２．８パーセントと上昇しています。有収率につきましては、前年度より０．

３ポイント減の８１．７パーセントとなっていますので、状況の改善に向け引き

続き努めていただきたい。 

企業債の令和２年度末残高は４０億７，８０８万４，０００円と前年度と比べ

２億１，５７９万２，０００円の増となり、また、企業債元金の償還額は２億２，

７４０万８，０００円と前年度と比べ２，１７３万５，０００円の減となったと

ころであり、財務分析による企業債元金償還額対減価償却費比率も３２．４パー

セントと前年度より３．９ポイント減少し、内部留保資金による償還能力が高く

なってきています。 

今後も水道施設の老朽化に伴う費用の増加など経費削減が困難な状況が続く

と考えられますが、計画的な経営の効率化と健全な財政運営に努められ、引き続
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き安全で安心な水道水の安定供給に取り組まれることを期待するものでありま

す。 

 なお、審査の概要でありますが、２ページには業務の実績、３・４ページには

予算の執行状況、５ページから７ページには経営成績、８ページから１０ページ

には財政状態、１１ページには建設投資について記載しておりますのでお目通し

願います。 

 また、１２ページ以降につきましては、損益計算、資本的収支、貸借対照表の

前年度比較表を参考資料として記載しておりますので、お目通しを願いまして、

説明は省略させていただきます。 

 以上、申し上げまして決算審査報告を終わります。 

 

 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。質疑ございますでしょうか。 

 

 （なしの声あり） 

 

 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 

 これより討論に入ります。討論ございますでしょうか。 

 

 （なしの声あり） 

 

 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 

 これより、認定第１号の認定について採決いたします。 

 

 本案は、原案のとおり認定することに異議ございませんでしょうか。 

 

 （異議なしの声あり） 

 

 異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり認定することに決しました。 

 

以上をもちまして、本定例会の日程は全て終了いたしました。 

 

これをもちまして、令和３年第２回中空知広域水道企業団議会定例会を閉会い

たします。お疲れ様でした。 
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                                                         閉会午前１０時４７分 
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